
議案第７４号 

 

北名古屋市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

北名古屋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り定めるものとする。 
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北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

 この案を提出するのは、人事院勧告の内容に鑑み、北名古屋市職員に対

して支給する期末手当の額を改定するため、本条例の一部を改める必要が

あるからである。 

 

 



北名古屋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 北名古屋市職員の給与に関する条例（平成１８年北名古屋市条例

第４９号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１

２５」に改める。 

第２条 北名古屋市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す 

る。 

  第２０条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１

２７．５」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３

年４月１日から施行する。 

 

 


